
 

 

 

令和３年 

第３回福岡県教育委員会会議（定例会）会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和３年２月１９日（金） 

開会 １４時００分   閉会１４時２８分 

 

場 所   福岡県庁４階 教育委員会会議室 
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【議事等】 

１ 議事 

  ・第３号議案 福岡県教育庁組織規則の一部を改正する等の規則の制定について 

・第４号議案 福岡県立社会教育総合センター等の利用、指定管理者の指定等に関する  

規則等の一部を改正する規則の制定について   

 

２ 報告 

（１） 条例の提案に対する意見の申出について 

   ・職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

     ・福岡県県立学校職員定数条例及び福岡県市町村立学校職員定数条例 

の一部を改正する条例 

      ・特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例に関する 

条例及び福岡県税条例の一部を改正する条例 

（２）教育費予算に対する意見の申出について 

 

【内 容】 

１ 出席者 

  教育長：城戸秀明 

委 員：宮本美代子、前田惠理、木下比奈子、堤康博、久保竜二 

 

２ 欠席者 

  なし 

 

３ 出席職員 

  副教育長 木原茂、教育総務部長 上田哲子、教育振興部長 日高公徳、 

総務企画課長 松永一雄、財務課長 後藤元、教職員課長 田中直喜、 

施設課長 池松峰男、文化財保護課長 綾部耕士、高校教育課長 井手優二、 

義務教育課長 塚田淳、特別支援教育課長 日髙吉三郎、 

人権・同和教育課長 中山 克利、体育スポーツ健康課長 鶴英樹、 

社会教育課長 富松文夫 外 

 

４ 傍聴者等数 

 １名 
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５ 議事録 

 

【城戸教育長】 

ただ今から第３回教育委員会議定例会を開催いたします。 

傍聴の方に申し上げます。受付で配布された傍聴人の留意事項を遵守し、会議の進行

の妨げにならないよう御協力ください。 

   本日の案件につきましてはお手許に配付している資料のとおりでございます。 

   審議に入ります前に、非公開発議の有無を確認します。本日の議題の中で、非公開で

審議することが適当なものはないでしょうか。 

 

＜発議なし＞ 

 

【城戸教育長】 

   ないようですので、以上で非公開の発議の確認を終わります。 

よって本日の会議はすべて公開で審議することにいたします。それでは、第３号議案

「福岡県教育庁組織規則の一部を改正する等の規則の制定について」を松永総務企画

課長、お願いします。 

 

○第３号議案 福岡県教育庁組織規則の一部を改正する等の規則の制定について 

【松永総務企画課長】 

それでは、第３号議案について御説明いたします。 

 

＜松永総務企画課長が資料に沿って説明＞ 

 

【松永総務企画課長】 

  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いします。 

 

【城戸教育長】 

それでは本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

   

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

特にないようですので、本議案について可決とさせていただきます。 

続きまして第４号議案「福岡県立社会教育総合センター等の利用、指定管理者の

指定等に関する規則等の一部を改正する規則の制定について」を富松社会教育課長

お願いします。 
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○第４号議案 福岡県立社会教育総合センター等の利用、指定管理者の指定等に関す

る規則等の一部を改正する規則の制定について 

 

【富松社会教育課長】 

  それでは、第４号議案について御説明いたします。 

 

＜富松社会教育課長が資料に沿って説明＞ 

 

【富松社会教育課長】 

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

【城戸教育長】 

それでは本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

 

【宮本委員】 

変わったのは申込書にハンコがいらなくなったという点と今まで利用時間を２４時

間以上としていた点をなくすということすね。２４時間以上ということは宿泊が前提

だったと思うのですが。それが一切なくなったということは１時間でも利用ができる

ように変わるということですか。 

 

【富松社会教育課長】 

はい。考え方としましては利用条件を緩和するという観点で日帰り利用でも認める

方向で考えております。従前は２４時間以上という縛りが一泊以上しなければならな

いということでなかなか規則上も使い勝手がよくないということでした。今回宿泊と

いう要件を撤廃すると同時に時間の要件も撤廃して利用促進しようとしています。 

 

  【宮本委員】 

宿泊を希望する方より単に施設を利用したいという方が多いという意見が出ている

のですか。 

 

【富松社会教育課長】 

必ずしもそういうことではございませんが、英彦山青年の家であれば登山途中に少

し立ち寄って利用したいというニーズは従前からございました。また、小学校等につ

きましては必ずしも宿泊を伴うような利用ではなくて日帰りの利用そういった形態も
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従前からありましたので、そういったニーズにも的確にこたえられるようになると思

います。 

【城戸教育長】 

   他にございませんか。 

 

＜ な し ＞ 

 

【城戸教育長】 

特にないようですので、本議案について可決とさせていただきます。 

続きまして報告事項に入らせていただきます。報告（１）「条例の提案に対する意見

の申出について」の１番目「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」

について松永総務企画課長、お願いします。 

 

○報告（１） 条例の提案に対する意見の申出について 

 ・職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

【松永総務企画課長】 

 ２月議会に提案を予定されております「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改

正する条例」について説明させていただきます。 

 

  ＜松永総務企画課長が資料に沿って説明＞ 

 

【松永総務企画課長】 

  説明は以上でございます。御承認の程よろしくお願いします。 

 

【城戸教育長】 

それでは本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

特にないようですので、本報告について承認とさせていただきます。続きまして報 

告（１）の２番目でございます。「福岡県県立学校職員定数条例及び福岡県市町村立

学校職員定数条例の一部を改正する条例」について田中教職課長お願いします。 

 

   ・福岡県県立学校職員定数条例及び福岡県市町村立学校職員定数条例の一部を改正

する条例 
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【田中教職課長】 

本件につきましても、条例提案にかかる教育長臨時代理の報告でございます。資料

を御覧ください。 

＜田中教職課長が資料に沿って説明＞ 

 

【田中教職課長】 

説明は以上でございます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

【城戸教育長】 

それでは本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

 

  【堤委員】 

定数が２３６人増ということですが、これだけの数を簡単に集められるのでしょう 

か。 

 

【田中教職員課長】 

   正規職員につきまして退職者を超える採用数を４年くらい続けております。ただそ

もそも１割弱非正規職員がおりますので、仮に小中学校でこれ以上の大きな変動があ

った場合はそれで埋めるということになります。 

 

  【城戸教育長】 

もともと９％欠員が生じている状態で２３６人は誤差の範囲内くらいでしかないと 

いう状況です。 

 

  【堤委員】 

割合からするとそれほど問題はないということですね。一見多そうには見えます 

が、大体９％の範囲内にはまるだろうということですね。 

 

【宮本委員】 

非正規の方はぎりぎりにならないと自分が採用になるかならないか分からない場合

がありますか。 

 

【田中教職員課長】 

全体で見ますと、何人ぐらいというのではまるというのはわかりますが、あくまで

も学校単位の欠員になりますので、例えば今年空いていても新規採用の教員が来年入

ればその枠がなくなるということになりますのでやはり３月の終わりでないとわかり
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ません。 

 

【城戸教育長】 

   他にございませんか。 

 

＜ な し ＞ 

 

【城戸教育長】 

 特にないようでございますので、本報告についても承認とさせていただきます。 

続きまして報告（１）の３番目でございます。「特定大規模災害等に対処するための

特殊勤務手当の特例に関する条例及び福岡県税条例の一部を改正する条例」について

後藤財務課長お願いします。 

   ・特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例に関する条例及び福岡県

税条例の一部を改正する条例 

  【後藤財務課長】 

   先の２件の条例同様教育長の臨時代理したことについて御報告をするとともに御承 

認をお願いするものです。 

 

＜後藤財務課長が資料に沿って説明＞ 

 

【後藤財務課長】 

説明は以上でございます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

【城戸教育長】 

それでは本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

 特にないようでございますので、本報告については承認とさせていただきます。 

続きまして報告（２）「教育費予算に対する意見の申出について」を後藤財務課長 

お願いします。 

 

○報告（２） 教育費予算に対する意見の申出について 

【後藤財務課長】 

 教育費予算に対する意見の申し出について御報告を行うとともに御承認をお願い

するものでございます。 
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＜後藤財務課長が資料に沿って説明＞ 

 

【後藤財務課長】 

説明は以上でございます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

【城戸教育長】 

本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

 

   【宮本委員】 

資料２の２ページの文化財保護課の佐賀県基山町が含まれておりますが佐賀県の

分も福岡県の予算で支出するのでしょうか。 

 

   【綾部文化財保護課長】 

    ５市２町で構成されておりまして、文化財にはそもそも県境や市町村境はないも

ので構成されております。今回の５市２町が近場であり、その中の１つが佐賀県基

山町ということでございます。 

 

【城戸教育長】 

    他にございませんか。 

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

  特にないようでございますので、本報告については承認とさせていただきます。 

以上を持ちまして本日の会議は終了でございます。これで教育委員会会議を終了い

たします。 

 

 （１４：２８） 

 

 


